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志賀町総合観光パンフレット制作 

業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

 この実施要領は、志賀町が実施する「志賀町総合観光パンフレット制作業務委託（以下

「本業務」という。）」の受託候補者を、公募型プロポーザル方式により選定するために必

要な事項を定めるものとする。 

 

１ 業務の概要 

⑴ 業務名   

志賀町総合観光パンフレット制作業務委託 

⑵ 委託業務範囲 

観光パンフレット作成に関し、企画、アイデア、取材等を行い、パンフレットのデザ

イン、レイアウト、文案作成等の業務委託仕様書に基づき、一体的に本業務を行う。 

⑶ 委託期間 

契約締結の日から令和８年２月２７日まで 

⑷ 委託目的 

本観光パンフレット刷新は、震災後の本町の観光復興を力強く推進し、風評被害の拭

拭と現状の正確な情報発信を目的とする。 

安全で魅力的な観光地としての本町の姿を具体的に示し、来訪意欲を高めるパンフレ

ット制作を求め、復興の進捗や住民の活力を伝えることで、共感と支援を広げ、交流人

口の増加を目指すこととする。 

刷新されたパンフレットを通じて、本町の新たな観光イメージを確立し、持続的な観

光振興に貢献することを期待することとしたい。 

⑸ 契約限度金額 

２，７７２，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

 

２ 参加資格 

  本業務のプロポーザルに参加するものは、以下の要件を全て満たすこと。 

⑴ 業務仕様書に定める業務について業務遂行能力を有し、適正な実施体制を有するこ 

と。 

⑵ 志賀町財務規則（平成17年９月１日規則第35号）第99条第２項の規定による資格者名 

簿（以下「資格者名簿」という。）に登録されている者又は契約締結の日までに資格者 

名簿に登録される者であること。 

⑶ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

⑷ 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成11年法律第255号）の規定による更生手続開始の申立て又は破産法（平成16年

法律第75号）の規定による破産手続き開始の申立てが行われていないこと。 

⑸ 志賀町暴力団排除条例（平成24年志賀町条例第１号）第２条第１項に規定する暴力に
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該当しないこと。 

⑹ 個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて、社内ルールや法令順守（コンプ

ライアンス）の仕組みが整備されていること。 

⑺ 過去３年以内に地方自治体、及び民間企業が発注した観光パンフレット等の受注実績

を１件以上有すること。 

⑻ 自治体から指名停止の措置を受けている者でないこと。 

 

３ 実施スケジュール及び募集方法 

⑴ 実施スケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 

公募開始 令和７年４月３０日(水) 

質問書の受付 令和７年４月３０日(水)〜令和７年５月１９日(月) 

参加表明書・提案書の提出期限 令和７年５月２８日(水) 

審査会（プレゼンテーション） 令和７年６月４日（水）～令和７年６月１１日（水） 

のいずれか１日 

企画提案書審査結果の通知 ６月上旬から中旬予定 

契約締結 結果通知後 

 

４ 募集方法 

志賀町のホームページに掲載（本実施要領、業務仕様書、各種様式等） 

 

５ 質問の受付及び回答 

⑴ 提出期限：令和７年５月１９日（月）午後５時まで（必着） 

⑵ 提出方法：別紙の質問書(様式第４号)により、電子メールにて提出すること。 

⑶ 回 答 日：町ホームページで順次回答 

 

６ 参加表明書及び企画提案書等の提出 

⑴ 参加表明及び企画提案書等の必要となる書類 ※全て原本を１部提出すること。 

① 参加表明書（様式第１号） 

② 企画提案書（任意様式） 

※表紙及び、観光地を紹介するページを１ページ用意すること。 

③ 提案者概要（任意様式） 

④ 法人等の役員名簿（任意様式） 

⑵ 参加表明書及び企画提案書等の提出 

 ① 提出期限：令和７年５月２８日(水) 

 ② 提出方法：商工観光課（巻末に記載）まで持参または郵送 

※この期間中の土曜日及び日曜日、祝日(以下「休日」という。)を除く、各日の 

午前９時から午後５時までとする。（郵送の場合、締切当日消印有効） 
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※郵送で提出の場合は、書留等、記録が残る方法とし、発送の旨を電話 

連絡すること。 

  ※企画提案書について、仕様書及び審査項目を踏まえて作成すること。 

 

７ 選定方法 

プロポーザルの審査を次のとおり実施し、最も評価の高い提案者を委託契約の優先交渉

権者とする。ただし、最高評価点数提案者が複数ある場合は、審査委員の多数決で決定す

る。 

(1) 審査会（プレゼンテーション及びヒアリングによる審査） 

参加資格要件を満たす者に対し、企画提案書についてのプレゼンテーションを下記の

とおり実施し、最も優れている提案者を選定する。 

①実施予定日：令和７年６月４日（水）～令和７年６月１１日（水）のいずれか１日 

②プレゼンテーションの内容 

プレゼンテーションの時間は１者あたり説明１５分、質疑５分を目安とする。 

  プレゼンテーションはPCと大型モニターを使用し行うものとし、必要な機材(PC大型

モニタ ー等)は事務局が用意する。 

 審査会については、非公開とする。また、審査結果に対する異議申し立て、質疑等は

一切受け付けない。 

 

８ 審査基準及び配点 

 別紙「プロポーザル評価項目及び配点表」に基づき審査を行う。 

審査の結果、評価点数が最も高い事業者を契約予定者として選定する。ただし、最高評 

価点数事業者が複数ある場合は、選定委員の多数決で決する。 

 

９ 審査結果の通知 

審査結果を書面により、すべての事業者に通知する。なお、審査結果に関する異議等 

は受け付けない。 

 

１０ 契約の締結 

委員会の審査結果により、選定された者を、受託候補者として町長への答申を行う。

その後、町長の決定を経て、契約締結の交渉を行う。 

ただし、当該交渉が不調のときは、順位付けを行った上位の者から順に契約締結の

交渉を行う。 

 

１１ 失格事項 

次のいずれかに該当したものは失格とする。 

⑴ 企画提案書等の提出期限に遅れた者 

⑵ 審査の実施時間に遅れた者 

⑶ 提出書類等に虚偽の記載をした者 
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１２ そのほか留意事項 

 ⑴ 公募型プロポーザルへの参加に係る一切の費用は、提出者の負担とする。 

⑵ 業務委託の全部もしくは主たる部分を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、業務の一部に係る再委託については、あらかじめ町の承諾を得た場合は

この限りではない。 

 

 

１３ 書類等の照会・問合せ先 

〒９２５－０１９８ 

石川県羽咋郡志賀町末吉千古１番地１    

志賀町商工観光課 

TEL：０７６７－３２－９３４１    

FAX：０７６７－３２－３９７８ 

電子メール：shokan@town.shika.lg.jp 

mailto:shokan@town.shika.lg.jp

